

仕　様　書

１ 件名

給与明細等オンライン運用業務委託
２ 用語の定義及び機密情報の定義
⑴ 本業務における用語の定義は、表１のとおりである。
⑵ 以下に定める明細等情報、アカウント情報は機密情報として適切に管理し、外部に漏えいすることのないよう万全を期すこと。また、契約が終了した時点でデータを破棄処分し、区に報告を行うこと。
【表１：本仕様書における用語一覧表】
	項番
	用語
	内容
	備考

	１
	給与明細等
	給与明細、給与所得者の源泉徴収票、特徴通知のこと。
	配信対象者は、以下「３配信する明細種別及び配信数」のとおり。

	２
	給与明細
	毎月区から職員に支給する、給与に係る明細及び、6月、１２月に支給する賞与に係る明細のこと。
	現行送付する給与明細及び項目については別紙２「区支給明細レイアウト」及び別紙３「給与明細項目例」のとおり。

	３
	源泉徴収票
	所得税法（昭和40年法律第33号）第226条及び所得税法施行規則（昭和40年大蔵省令第11号）第95条並びに同規則別表第6に基づく様式をいう。
	利用するデータはeLTAX（地方税ポータルシステム）における「給与支払報告書」CSVレイアウトに準拠した電子データを想定。

	４
	特徴通知
	市町村の税務課から送付される、「給与所得等に係る特別徴収税額の決定・変更通知書」をいう。
	eLTAX（地方税ポータルシステム）により提供される給与所得等に係る特別徴収税額の決定・変更通知データを想定。

	５
	配信サイト
	本業務において明細が配信されるインターネット上のサイトのこと。アカウント情報の入力によりログインすることを想定する。
	

	６
	アカウント情報
	区職員が本サービスを使用するために登録する情報のこと。
	

	７
	ユーザー
	新宿区職員であり、人事課において給与支給管理の対象となる、すべての職員を指す。
	

	８
	管理者
	本業務において給与等支給情報のアップロードやユーザー管理を行う区職員のこと。
	人事課で利用。

	９
	オペレーター
	本業務において、管理者とは別に、各所属内職員に限定し、明細の印刷権限を持つ区職員のこと。自所属以外の明細は閲覧できないこととする。
	最大２００アカウント程度の作成を想定。

	１０
	連携ファイル
	区の職員情報システムから出力した、配信サイトへアップロードし、明細を表示するためのCSVファイル情報。
	出力項目例は別紙３「給与明細項目例」を参照。※出力項目は後日確定。

	１１
	電子承認
	明細等のオンライン化に伴う、ユーザーの利用に係る承認のこと。
	


３　配信する明細種別及び配信数

本業務において配信する明細種別及びその配信数は以下のとおりである。

【表２：明細種別と最大配信数】
	職員種別
	明細種別
	配信時期及び配信回数　
	最大配信数
（通数／年）

	一般職員

再任用職員
会計年度
任用職員
	給与明細
	例月給与明細

(15日払)
	毎月給与支給日の２営業日前
(13回／年)※1
	63,000枚

	
	
	期末勤勉手当明細

　※2
	６月、12月配信

(2回／年）
	

	
	源泉徴収票
	1月配信(1回／年)
	4,200枚

	
	特徴通知
	6月配信(1回／年)※３
	3,000枚


（区職員数4,200人による想定）

※1：給与改定時の支給分を含む。

　※2：例月給与明細と、期末勤勉手当明細は、同月に配信が可能であること。

なお、明細に係る補足情報は以下のとおりである。

ア．給与明細のレイアウトは、別紙２「区支給明細レイアウト」を参考に、区と協議のうえ決定すること（区明細と同一レイアウトである必要はない）。また、職員種別によるレイアウトの相違はない。
イ．源泉徴収票及び特徴通知に関して、年1回の制度改正等に伴うレイアウト・項目の変更が生じることを前提とし、変更対応費用については、委託費用に含まれていること。
　　 ※3：令和８年度の運用はなし。運用開始は令和９年度以降とする。
４　配信サービスについて
　　別紙１「配信サービス適合要件一覧」を参照し、「適合」「参照資料」「備考」に必要項目を入力し、企画提案書と併せて提出してください。
５　作業概要・スケジュール
　　⑴ 設計・構築業務

区の要件を整理し、以下の業務を行いながら、給与支給明細等の電子配信に関する設計構築業務を実施し、給与明細等オンライン運用サービスを利用できるようにする。なお、スケジュールについてはあくまで目安であり、詳細については、業者決定後に区と受託者で協議の上決定する。
【設計構築業務（予定）】

①　要件確認・帳票作成　　　：　　令和８年１０月２日まで

②　システム初期設定　　　　：　　令和８年１０月１６日まで

③　運用設計　　　　　　　　：　　令和８年１０月１６日まで

④　本番環境設定　　　　　　：　　令和８年１０月３１日まで　※1、※2

⑤　管理者への操作研修　　　：　　令和８年１０月３１日まで

⑥　リリース前テスト　　　　：　　令和８年１０月３１日まで
※1：ユーザーアカウントの初期設定用に、区から以下情報を提供予定である。

〇職員番号、初期パスワード、氏名、所属コード

　　 なお、必要に応じその他情報を提供することとする。

※2：管理者アカウント及びオペレータの権限設定に関しては、区と協議の上、初期設定を実施すること。　
６　個人情報の保護及び情報セキュリティについて

⑴　本契約の履行に際して取得した個人情報については、関係法令及び本契約の定めに従い、第三者への漏えい、滅失、毀損等が生じないよう、適正な安全管理措置を講じること。なお、個人情報の取扱いに関しては、「業務委託における個人情報保護の取扱いに係る申出書」に基づき、適切に対応すること。
　　⑵　契約締結時又は契約締結後速やかに、プライバシーマーク使用許諾証、又はこれに準ずる認証（ISMS認証等）の提示又は写しを提出すること。
７　その他

1 「新宿区における障害を理由とする差別の解消を推進するための職員対応要領」にある障害者への配慮等の実践に努めること。
2 使用予定の車両が「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」（平成12年東京都条例第215号）に規定するディーゼル車規制に該当する場合は、当該条例に適合する自動車とすること。なお、適合を確認するために、当該自動車の自動車検査証（車検証）の写し又は粒子状物質減少装置装着証明書等の写しを甲に提出すること。
3 新宿区環境マネジメントの取り組みに協力すること。
4 感染症予防対策を講じ、本業務を実施すること。
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